
（愛媛県報平成２０年１２月２６日第２０２８号外１別記）

内水面における区画漁業の免許の内容たる

べき事項等



第１種区画漁業

免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁場の位置 漁 場 の 区 域 地元地区 制限又

は条件

内区第
１号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

１０月１日から
翌５月３１日ま
で

渦井川 ＡとＢとを結んだ直線から上流ＣとＤを結んだ直線までの
区域。ただし、河川工作物から３メートルの区域を除く。
基点 Ａ 西条市船屋渦井川右岸碇神社護岸開口中央部玉

津標識１号
Ｂ 西条市市塚渦井川左岸水門北端玉津標識２号
Ｃ 西条市玉津渦井川右岸標識３号
Ｄ 西条市市塚渦井川左岸標識４号

西条市玉
津

別記のと
おり

内区第
２号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

１０月１日から
翌５月３１日ま
で

加茂川 ＡとＢとを結んだ直線から上流の西条市古川橋上流端に達
する区域。ただし、西条市古川橋上流端から下流１００メート
ルまでの区域、河川工作物から１０メートルの区域を除く。
基点 Ａ 西条市古川加茂川右岸標識１号

Ｂ 西条市禎瑞加茂川左岸標識２号

西条市禎
瑞及び西
条市神拝

別記のと
おり

内区第
３号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

１０月１日から
翌５月３１日ま
で

中山川 ＡとＢを結んだ直線から上流の西条市禎瑞境橋下流端及び
同市新兵衛新兵衛橋下流端に達する区域。ただし、河川工作
物から１０メートルの区域を除く。
基点 Ａ 西条市禎瑞八幡中山川右岸標識３号

Ｂ 西条市氷見甲中山川左岸標識４号

西条市禎
瑞

別記のと
おり

内区第
４号

第１種
区画漁
業

のり養
殖業

１０月１日から
翌５月３１日ま
で

猪狩川 西条市禎瑞境橋上流端から西条市西泉甲猪狩川橋下流端に
達する区域。ただし、西条市西泉甲猪狩川橋下流端から下流
２００メートルまでの区域及び河川工作物から４メートルの区
域を除く。

西条市禎
瑞

別記のと
おり

別記
漁期終了後１５日以内にすべての養殖施設を撤去しなければならない。

－１－



第２種区画漁業

免 許
番 号

漁 業
種 類

漁業の
名 称 漁業時期 漁 場 の 位 置 漁場の区域 地元地区 制限又

は条件

内区第
５号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西条市禎瑞 乙女川
遊水池

西条市禎
瑞

別記のと
おり

内区第
６号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

西条市上市９９４番地 新池 西条市上
市

別記のと
おり

内区第
７号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲３２６番地 宮前池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
８号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲４７１番地 下池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
９号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲４６７番地 上池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１０号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲３２７番地 竹谷池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１１号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲１８９５－１番地 古新谷池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１２号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲１９１２番地 中池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１３号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲１９２０番地 前ノ谷池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１４号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲１９２４番地 平底池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１５号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市新谷甲１９３１番地 脇池 今治市新
谷

別記のと
おり

内区第
１６号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市古谷甲６８１番地 棚井上池 今治市古
谷

別記のと
おり

内区第
１７号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市古谷甲６７９番地 棚井池 今治市古
谷

別記のと
おり

内区第
１８号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市古谷乙５２番地２ 多伎池 今治市古
谷

別記のと
おり

内区第
１９号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市古谷甲２４９番地 古茂池 今治市古
谷

別記のと
おり

内区第
２０号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市古谷甲３０７番地 蜂の子池 今治市古
谷

別記のと
おり

内区第
２１号

第２種区
画漁業

こい養
殖業

１月１日から
１２月３１日まで

今治市古谷甲４３６番地 能楽池 今治市古
谷

別記のと
おり

別記

毎年１月末までに魚種別の放養尾数、生産量及び投餌量に係る当該年の計画書及び前年の実績報告書を知事に提出し

なければならない。

－２－


